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資料５ 

フォローアップ研修参加申込者からの質問等 
（令和５年度３月分） 

 

１ ３月１日 大阪 

質問 法第 19条の 13第２項第１号に言う会計帳簿が税理士から見たら、仕訳 

帳、元帳を指すのかと思っていますがどこまでの範囲かご教示お願いしま 

す。 

回答 政治資金規正法上の、会計帳簿の種類は政治資金規正法施行規則第６条に

より、収入簿、支出簿及び運用簿の３種類とされており、それぞれの様式及

び記載要領については、同規則別記 13号様式の定めるところによるものと

されています。 

 

２ ３月８日 東京 

質問 団体職員の交通費精算時の監査方法はどのようなものか。 

回答 たとえば、政治団体の職員が立替払いで交通費を支出し、その後、政治団体

から交通費支出相当分の精算を受けた場合は、政治団体内部の事務処理で

あると考えられることから、支出を受けた者は、交通費を支出した相手方を

記載し、また、支出の年月日は、交通費を支出した時点を記載することとな

ります。 

また、保存書類については、政治団体の職員が徴した領収書等を、政治団体

の領収書等として保存することとなります。 

政治資金監査においては、これらの関係書類が保存されているかどうか、そ

れらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認いただくこと

になります。 

 


